
自治協議会制度等について

 １ 自治協議会制度について 
 

（１）制度の概要 

 ・概ね小学校区を単位として、防犯・防災、子ども、環境、福祉など様々な事柄について話し合いなが 

   ら、校区を運営する自治組織。 

 

 ・校区内の自治会・町内会やそれまで個別に活動していいた各種団体をはじめとしたさまざまな団体で 

   構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自治協議会の設立数 

 

  １４７／１４９校区・地区で設立  ※平成２６年４月現在 

 

（３）自治協議会の構成団体数 

 

  １校区平均３５団体  ※平成２５年９月現在 

  （うち、自治会・町内会=15.4団体、自治会・町内会以外=19.6団体） 

【自治協議会の設立要件】 

 

 ア 組織及び運営に関し、次の要件を備えた規約を有すること 

  ○役員の民主的な選出   ○協議による意思決定  ○自主財源の確保 

  ○事業計画・予算作成および執行の透明性  ○会計処理の透明性 

 

 イ 次に掲げる団体（必須加入団体）を含む多くの団体で構成されたものであること 

  ○校区内のおおむね８割以上の自治会・町内会 

  ○以下の８つの各種団体（組織されている場合のみ） 

   校区交通安全推進委員会、校区体育振興会、校区男女共同参画協議会、 

   校区青少年健全育成連合会、校区ごみ減量・リサイクル推進会議、 

   校区献血推進協力会、校区衛生連合会、校区自主防災組織 

２ コミュニティ施策の変遷 
 

 ◆平成15年度まで 

   ・町世話人（約８割が自治会・町内会長を兼務）を通じて､コミュニティに対し情報伝達 

  や協力依頼を行っていた。 

  ・地域で取り組んでもらいたい分野については、市が個別に組織化を図り、活動を主導し 

  ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆平成16年度から 

  ・「地域の住民が主体となり、市と共働でまちづくりを進める」あり方に転換した。 
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３　コミュニティ施策の検証（第１次提言・第２次提言・コミュニティ施策推進委員会）と見直し

　 

 

●「コミュニティの自治｣｢共働」に向けた取り組みの開始  
(1) コミュニティの自治の確立に向けた取り組み 

① 自治の環境づくり 

・市民の理解促進 ・コミュニティ活動への参加促進 
 

② 自治の基盤づくり 

・魅力的な自治組織づくりの支援 ・自治会・町内会加入の促進への協力 

 

  (2) コミュニティと市の共働に向けた取り組み 

① コミュニティと市の対等なパートナー関係の確立 

・市職員の意識改革★ 
 

② コミュニティの自治を尊重した施策の推進 

・コミュニティに関する施策の進め方の見直し★ 

・市からコミュニティへの依頼等の見直し★ 

・区レベルの各種団体のあり方の見直し 
 

③ コミュニティと市の連携の強化 

・｢コミュニティの総合窓口｣の機能充実（区政推進部を中心とした連携★ほか） 

・校区担当職員を中心としたコミュニティ活動支援の充実 

・公民館と自治協議会等の連携の強化 

 

★については「福岡市『コミュニティとの共働』推進本部」を設置〔21年4月〕し、 

全庁的な取り組みを推進 

 

 

 

 

 

 

【主な内容】 

【主な内容】 

◆コミュニティへの財政的支援の望ましいあり方 

(1)「活力あるまちづくり支援事業補助金｣（自治協議会への補助金）のあり方 

(2) (1)以外の補助金等のあり方 

◆目指す姿・取り組みの方向 

○ コミュニティにおいて自治が行われている 

○ コミュニティと市が共働している 

◆具体的な取り組み・方策 

(1) コミュニティの自治の確立に向けた方策 

① 住民の自治意識の醸成 
② 自治の基盤づくり 

 
(2) コミュニティと市の共働に向けた取り組み 

① コミュニティと市の対等なパートナー関係の確立 
② コミュニティ（校区）重視の施策の推進 
③ コミュニティと市の連携の強化 

●「活力あるまちづくり支援事業補助金」の見直し  ･･･ 詳細別紙 

① 補助対象事業の考え方・項目を整理 

       ※ 従来の「必須事業」を改め、「まちづくり基本事業」に整理 

② 補助対象経費について、自治協議会の裁量を拡大 
  

   ③ 補助金限度額について、区分を新設･増額、運営費の限度額を引き上げ 

<自治協議会等との協議> < 見直し実施 > 

●「福岡市コミュニティ施策推進委員会」を設置〔21年 8月〕 
⇒取り組みの進行管理を実施（外部委員による） 
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第１次提言〔19年 10月〕 

第２次提言〔20年 10月〕 
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第１次見直し〔20年４月〕 

<「福岡市コミュニティ関連施策のあり方検討会」からの提言 > 

第２次見直し〔21年４月〕 
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PT 検討案に対する自治協議会及び 

自治会・町内会等からの主な意見 

 

Ⅰ 校区単位（自治協議会）への支援 

○「活力あるまちづくり支援事業補助金」の補助対象事業の見直し 

①「まちづくり基本事業」に「高齢者に関する事業」を追加 
 

【自治協議会の意見】 

・地域福祉は現在，社協部員と民生委員が活動している。これを自治協全体で取り組

むようになれば活動しやすくなる。 

・基本事業に”高齢者”が追加されることは，自治協として以前から実施している内

容であるので問題ない。 

・校区が高齢化しており，「高齢者に関する事業」の担い手がいない。 

・民生委員制度を拡充した方が良い。 

・「高齢者に関する事業」を行うには情報の提供が必要。 

・高齢者の見守りや生活支援については，現在民生委員が中心となって行っているが，

自治協が関わるとなると町内会長の負担が増えるのではないか。 

・高齢者の見守りについては，老人クラブが友愛訪問で取り組んでいるが，年々補助

金が減っている。老人は増えているのであるから，老人クラブの補助金こそ増やす

べき。 

・高齢者の見守りは社協と民生委員が協力して実施しており，あえて自治協で実施す

る必要はない。 

・基本事業に高齢者に関する事業が増えて，補助金が増額されないのは納得できない。

社協の助成金は振替だけではないか。お金が足りない，増額すべき。 

・高齢者の分の事業が増えるが，活力補助金は増えるのか。 

・高齢者に関する事業が追加されることは当然だが，高齢者だけでよいのか。 

・人尊協などは一緒にならないのか。 

・高齢者に関する事業が入ることにより，活力の補助金が増えるならいいが。 

・まちづくり基本事業に高齢者に関する事業が増えたとしても現在行っている事業は

そのまま継続していくつもりである。そうなれば，現在の補助金の額では行えなく

なるので，活力補助金・社協の補助金どちらでもよいが増額が必要である。 

・区老ク連（市老ク連）が実施している事と競合する。競合するからといって反対す

るわけではないが，整合出来るものは行政間でお互いに話し合い，幅のある熱い支

援を望む。（支援補助金等の統合による事業展開） 

・高齢者に関する事業については，実施する自治協議会が一定の責任を持つ事に他な

らないのではないかと思われる。とすれば，まず福岡市から自治協議会に対し，校

区社協や老人クラブの活動とは異なる高齢者に関する事業の基本的考え方や今後の

方針などが示されるべきではないか。 

・現状活動費ではとても見守りにあてるお金が捻出できない。校区全体に活動費が下

り，校区としてシニア層の見守り活動が出来れば良いと思う。 

・自治協も保健福祉部会で認知症対策等にも既に取り組んでいるので新たに導入する

必要はない。 
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・ふれあいネットワークの業務は民生児童委員のメイン業務として，その領域は守る

べきだと思う。 

・自治協に高齢者に関する部会を新設する必要がある。 

・防災やまちづくり関係の市の補助金は「活力あるまちづくり支援事業補助金」に統

合すべき。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・今までの高齢者の活動は全て元気なお年寄りを対象とした事業ばかりだった。今回

の改定案では，見守りや日常生活の支援等不自由な体になった老人を対象とした事

業を補助金の対象事業にすることには大賛成。 

・何故，この 10 年間，高齢者に関する事業をまちづくり基本事業に入れなかったのか。 

・高齢者の見守りをしようにも，行政や民生委員の方から高齢者の方々がどこに住ま

われているのかという情報提供が行われていない。どうすればいいのか。 

・住所一覧ではどこにだれが住んでいるのか分からない。市は高齢者などの世話をし

ろと言われてもこれじゃできない。なんとかならないか。 

・社協との関係で要望がある。市が高齢者事業を盛り込みたいと考えているのであれ

ば，校区社協の役割分担を見直さないといけないが，どのように枠組みを変えるべ

きだと市からサゼッションをもらわないと，見直しに取り組めない。 

・自治協議会の補助対象事業になれば補助金は増えるのか。また，それぞれの役割分

担はどういう風に考えてあるのか。 

・隣近所の住民・地域町内会の責任を大きくすることには反対。 

・現行のままでも高齢者事業を入れる事が出来る。予算(補助金）増や，市社協・区社

協の手厚い支援があれば良い。 

 

【各種団体の意見】 

・今後益々高齢化社会が進む中，自助・共助・公助の役割の中，共助である地域の組

織の充実が必要と思われる。しかるに，補助対象事業に「高齢者に関する事業」が

追加された事は大変良いことである。 

・高齢者に関する事業を加える事に賛成である。ただし，事業内容について検討が必

要である。他の事業もマンネリ化が進んでおり，活性化のためアドバイザーとの協

議を行い，地域に密着した活力ある事業に進化させる必要がある。 

 

   ②「まちづくり基本事業」で実施する事業は校区の実情に応じて自治協議会が決定 

 

【自治協議会の意見】 

・自治協制度発足から 10 年を経過した今，制度の変更等により「自治協が自ら決定で

きる」と定められる事は，必要な改正であると考える。 

・基本事業の実施が自治協の裁量に委ねられるということは，一部の事業を辞めても

いいということか。 

・市は補助金で校区の自治をがんじがらめにしている。補助金を交付金にするなりし

て地域を信頼してもらいたい。 

・国の法律で定められている男女共同参画の活動を校区の裁量でもって辞めることが

できるのか。自治協に判断を委ねると，校区の男女協がなくなる恐れがある。 

・実施義務がなくなることにより，男女共同参画など事業ができなくなることになる

のではないか。 
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・男女共同参画の事業はつかみ所がない。男女のところだけ例示がない。振興課にも

話したが，どういう事業をするべきなのか等方針を出して欲しい。 

・裁量でよいのなら献血はもうやめたい。 

・男女共同参画は必須であり続けるべきだと思う。 

・男女共同参画について，まちづくり基本事業のどの事業をするか校区の実情に応じ

て自治協が決められることについては当該事業の縮小につながる恐れがあり，反対

である。 

・各種団体の行なう事業に優劣又は，優先順位をつける作業は簡単ではなく，相当の

時間と労力を要すると思う。調整がつかない場合，自治協の求心力を失う。 

 

【自治会・町内会の意見】 
・検討案の方が現実的で実情に合致する。選択して重点的に予算，活動等の配分検討

が出来る。現行の”全てを実施しなければならない”との文言は確かに予算配分を

受けているが，上から目線で，ボランティアで自主的に行動する意識を阻害してい

る。 

・改革に賛成だが，ある程度の指導的要素（こういう形が望ましい・こういう形で作

ってもらいたい等）をハッキリ伝えるべき。 

・必須事業として，最低限の事業を支援・指導するべきだ。 

・補助金の対象条件を明記しなければ，ただの補助金の無駄遣いになることが危惧さ

れる。 

 

【各種団体の意見】 

・まちづくり基本事業は，全て必須項目として取り組むべき。地域の裁量は，基本事

業への取組みの強弱にあるのではと思う。 
・校区によって活動に濃淡もしくは空白が生じてしまう可能性が想定される。事業を

実施しない校区が生ずることは居住区により不平等を生じる可能性がある。 

・検討案に反対。地域や各団体に対する説明がよくなされていない。もっと時間をか

けるべき。 

・校区の実情に応じて自治協議会が決定とすれば，一番先に男女共同参画に関する事

業をしなくなるのは目に見えている。 

・校区に任せられるほど自治協議会が成熟しているとは言い難い。 

・補助金の行く末の先まで目を届かせ，その適正な運用に責任を持つべきだと思う。 

・現行のまま，必須団体・必須事業として「高齢者に関する事業」を追加すれば良い

事だと思う。 

・自治協議会の役員は 2 年で交代し，何も知らない人が事業を決定し事業を行っても

今まで積み上げてきた成果が後退するばかりで大反対である。 

・男女共同参画事業に関しては，行政の監視を必要とするのが現状である。 

・男女共同参画事業が選択肢の一つとなる事は，地域における男女共同参画推進を積

極的に進めようとする本条例の趣旨に反するものであり，現行どおり補助対象事業

は全て実施しなければならないとすべきである。 
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   ③地域活動アドバイザー派遣事業の充実（人材の拡充と活用促進） 

 

【自治協議会の意見】 

・地域活動アドバイザー派遣事業を充実される事を期待して，地域の役員等の負担軽

減を進めて貰いたい。 

・アドバイザーより新たな考え，情報等を頂き，新しい校区活動が加えられれば新鮮

味があって，若い方の参加が期待できるのではないか。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・地域活動アドバイザー制度を設けることにより地域をより活性化させることが必要

と思う。 

・活性化している自治会・町内会の成功事例を具体的に紹介して欲しい。その意味で，

「地域活動アドバイザー制度」を期待している。早急に充実した制度にして欲しい。 

 

○社会福祉協議会助成金の「活力あるまちづくり支援事業補助金」への統合 

 

【自治協議会の意見】 

・賛成する。もともとふれあいネット・校区広報誌は自治協議会の協力なくしては成

り立たない。 

・高齢化が進んでいる状況のもと，自治協議会として重点事項として取組むべき事業

であり，大いに賛同するものである。 

・自治協なくして社協活動はできないため，自治協へ社協の補助金が入ることはよい

ことである。来年度から自治協が受け入れることは可能である。 

・ふれあいネットワ－クにかかる助成金を活力補助金に統合した場合，ネットを実施

している単位自治会ごとに領収証を添付した金銭出納簿を作成させ，自治協が全体

のとりまとめを行うことになる。事務の煩雑化，自治協の負担増につながるのでは

ないか。 

・社協への助成金を活力補助金に統合してどんなメリットがあるというのか。ふれあ

いネットワ－クは単位自治会の活動であり，会計処理上の自治協の負担が増すばか

りではないか。 

・ふれあいネットワ－クを支える民生委員は何年も続けているが，自治会長は短期間  

でころころ変わる。補助金統合による自治協の応援は期待できない。 

・ふれあいネットワークとふれあいサロンを切り離す理由がわからない。 

・社協助成金の一部を活力補助金に統合すれば自治協議会の負担が増大するので反対。 

・制度改正の意図が分からない。単位自治会の活動であるふれあいネットワークに自

治協議会がどう協力すればいいのか。 

・社協の助成金の一部を活力補助金に統合しても，自治協の負担が増すばかりで，メ

リットが感じられない。 

・補助金を統合することで社協のふれあいネットワ－ク活動が促進されるというが，

手続きが煩雑になるだけで制度改正の意図がわからない。 

・活力補助金を増額してもらいたい。 

・補助金を統合したら，自治協の会計処理が大変になるだけ。 

・ふれあいネットワ－ク等の助成金を活力補助金に統合したら，市の監査の対象にな

るのか。 
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・自治協議会は，校区社会福祉協議会との連携もうまくいっているので，補助金統合

の必要性は感じていない。 

・自治協議会と校区社会福祉協議会が別団体になっている。トップが二人いるのは好

ましくないため，団体の統合を指導すべきではないか。 

・補助金統合については，制度改正の市の意図がわからない。自治協議会の負担が増

えるだけのことではないか。 

・現行の制度でうまくいっている。制度改正の必要性はない。 

・補助金の統合は，校区社協の弱体化を狙ってのものか。校区社協と自治協議会は良

好な関係にある。 

・社協の補助金は一部統合されることになっているが，人尊協の補助金はどうなるの

か。 

・「ふれあいネットワーク」を自治協議会へ統合すると社会福祉協議会の基本となる

事業が無くなるのではないか。 

・社協事業統合は，良い提案だとは思うが，希望制にすると地域が混乱するのではな

いか。本市独自の取り組みであるなら，市がもっと強いリーダーシップを示して欲

しい。 

・社協の事業を自治協に統合することにより，町内会自体がパンクすることを心配す

る。福祉の後退になるのではないか。 

・社会福祉協議会との統合をどうするかということを，しっかり考え議論しなければ

ならない。 

・希望の校区というのはとても曖昧であり，目標等をはっきりさせて欲しい。 

・社協助成金の統合で金の流れがシンプルになり，事務の簡素化につながるなら歓迎。 

・本来，自治協の財布は一つが望ましい。 

・ふれあいネットワークは，町内会長が中心となって実施しているので，社協助成金

と活力補助金は統合したほうが実態に合っている。 

・社協の補助金が自治協へ入ることはよい。 

・会計等の事務簡素化につながる見直しであればよい。 

・なるべく統合が望ましい。（自治協と社協会長兼務の校区） 

・福祉３団体（自治協，社協，老人クラブ）の統合を以前から言っていた。 

・大いに賛成。会計業務も専門化してきており，引継ぎが困難になっている。 

・社協事業で統合されるものとされないものが生じないよう，できるだけすべて統合

する方がよい。 

・地域福祉の業務をこれまでどおり校区社協がやれば事務が面倒になる。 

・ふれあいネットワーク活動と広報誌発行事業が自治協に統合されると社会福祉協議

会は楽になるので助かる。 

・社協の会長は自治協会長の自分が兼務しているが，社協がやる高齢者や子どもに関

する事業は自治協と一緒にやっており，金の使い方については皆さんと相談しなが

らやっているので，統合してもさほど問題はないと思う。 

・社協としてはサロンしか独自性が残らない。社協をいっそ自治協の中に取り込むと

いう選択も考えられる。 

・社協を自治協に入れると不都合が出てくると思う。老人会との兼ね合いなど。 

・社協と自治協が協力して高齢者の見守り事業等を行っており，今までどおりで問題

ないと考えているが，社協と自治協がうまくいっていないところがあるのが不思議

である。 

・社協の補助金を統合する場合，実際にどれくらいの金額が上乗せされるのか。社協
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単独で活動する場合とどちらが得になるのか。 

・社協助成金を活力補助金に統合すると，使い道が厳しくなるのではないかと感じる。 

・社協助成金の統合により，自治協議会の会計の範囲が広がり，会計は煩雑になる。 

・社協の助成金を統合する場合は，組織としても自治協の中に入れる必要があり，各

種団体が１つ増えるような考え方だと思う。 

・統合されていない補助金制度は全て一本化して，一括補助制度に改めて貰いたい。 

・社協で行っている事業として，現在確立しているので，支援事業補助へ統合すると

負担の軽減というより，より複雑化しそうである。 

・社会福祉協議会との話し合いを慎重にした後での統合が必要と思う。 

・現状では反対である。ふれあいネットワークの組織の中身の対象者，サポーター等

の働きについて自治会長は捉えておらず，また，お互いの情報交換の場等が無いた

め。 

・補助金の一元化・統一化が極めて重要。 
各自治会の単位シニアクラブ向けの「助成金」を自治協議会経由にし，「活力ある

まちづくり補助金」に統合して頂く事も併せて要望する。 

・統合の目的・メリットがよく分からない。交付金が増えなければ校区の負担増とな

りかねない。 

・人尊協，シニアクラブに直接交付されている助成金についても「活力あるまちづく

り支援事業補助金」に統合できればして頂きたい。 

・この助成金を分解してメリットがあるのか。この「ふれあい三事業」は正に高齢者

対策の三点セット事業であって，助成金を分ける意味が理解できない。 

・事務処理が煩雑になるので現状のままで良いと思う。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・ぜひ統合して欲しい。 

・統合して頂ければ幸いである。 

・助成金の一部の統合ではなく，全てを統合したら。 

・検討案に賛成。まちづくり支援事業補助金の 10％アップの検討をお願いする。 

・市の補助金の交付手続きは，手続きが煩雑なことから，もっと簡略化して欲しい。 

・校区では，民生委員，ふれあいネットワ－ク，老人会の友愛訪問の三つの見守り活

動が行われているが，別々の団体が訪問してくるので困られている方もいる。 

・民生委員は守秘義務があるが，ふれあいネットワ－クの活動者にはない。ふれあい

ネットワ－クには民生委員もいるが，守秘義務があるので要支援者の情報が教えて

もらえない。 

・市から自治協へ直接配分になったとして，何が変わるのか不明確。 

・社会福祉協議会が弱くなる可能性，または委員がいなくなる場合がある。 

・社協の会計も複雑になる。 

・広報紙発行事業については自治協主体で発行するのは良いと考える。 

・住人の名前・年齢が不明で見守りや日常生活支援の活動が制限を受けている。これ

らについては，改善策を考えて貰わないといけないと思う。 

・現時点での改善しなければならない問題点，変更した場合の効果予想が明確に述べ

られていないので，意見を出せない。 

・今日まで培われた校区社協の力を削ぐものであり，反対である。 
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【各種団体の意見】 

・地域住民の高齢者対策を推進することは非常に重要な事業である。 

・ネットワーク，広報紙補助金が自治協議会に入るのは賛成である。 

・現在の校区での社協事業の実施は，共同募金からの支援の率が低くされ，また，対

象者が増える中，費用的に苦労している。校区の皆さんのご協力（社協賛助会員，

募金）でやっと運営している。 

・自治会･町内会が行っている「ふれあいネットワーク」はどうなるのか。何故，社協

の助成金を全て統合しないのか分からない。社協の助成金はこれまでも削られてい

る中で，統合で助成金削られると，いよいよ社協がなくなる。 

・活力補助金になると領収書が厳しくなる。 

・校区社協は，今まで自治協議会とは並列の立場にあると思っていたが，助成金が自

治協議会に入り，そこから助成金を校区社協が受け取るとなると，自治協議会の傘

下に入るように感じられる。 

・検討案にすると役員が１年～２年で変わるため，今のままの方が良いと思う。 

・当校区は自治協議会と社協とは，「ふれあいネットワーク」など，協働でうまく回

っているので，助成金統合には反対である。 

・出来上がっている土台を崩して新たな取組みになると，時間がかかるのではと思う

ので，社協は現状のままを希望する。 

・検討案は会計処理がやりやすくなると思うので，自治協議会に一本化されるのは大

変良いと思う。人尊推進協議会についても自治協助成金に統一して欲しい。 

・社協の活動を二分しても，かえって複雑化するだけだと思う。 

・自治協の会長のやり方次第では「ふれあいネットワーク」が縮小するのではないか

と思う。 

・社協として独立的な活動をしているので，従来の方法が望ましい。 

・統合になれば校区社協の事業活動も縮小され，自治協の負担増となる。校区社協助

成金が将来的にさらに減り，あるいはなくなる事が予測される。よって，校区社協

は任意団体であり，存続する意味がなくなると考える。 
・もっと具体的な内容を示さないと，全てが拒否されて，自治協の福祉の柱は成立し

なくなるだろう。 

 

○共同募金会からの助成金の交付先の変更 

 

【自治協議会の意見】 

・自治協議会に変更することにより助成金の増加が図れると思われる。 

・「共同募金（赤い羽根）」の募金は，殆んどが自治会を通じて寄付されており，

「募金助成金」が自治協議会に交付される事により，自治協議会の福祉活動を効果

的，効率的に対応，運営できる事になる。 

・共同募金会の助成金は校区社会福祉協議会の活動資金となっているが，もともと町

内会長が集めた募金もあるので，共同募金などの事務手続きに問題が無ければ，社

会福祉協議会の助成金の統合とともに，共同募金助成金の交付先についても自治協

議会にした方が地域住民には分かり易い。 

・共同募金の交付先については，自治協組織内の町内会から集めた募金の一部が自治

協に交付されるのはおかしい。 
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【自治会・町内会の意見】 

・共同募金会助成金の交付先を自治協議会に出来るようにすることに賛成する。 

・大いに検討・推進してもらいたい。 

・自治協議会に交付することにより，本当に福祉活動の協力連携の強化につながれば

よいが，福祉に対する正しい理解がない場合，不透明な助成金運用にならないか不

安が残る。 

・町費より捻出の募金の，自治協議会への還元は当然かと思う。 

・共同募金や歳末助け合い募金は，各町内の隣組長が集めている募金が校区自治協議

会に配分にならず，社会福祉協議会になっているのかと疑問に思う。当然のことな

がら，配分の申請資格は自治協議会にあるべきだと思う。 

・現在の自治協内や団体や校区住民の皆さんに社協・福祉活動が十分に理解されてい

るとは感じられない現況で，団体間の連携した活動が推進されるとは考えられない。 

 

【各種団体の意見】 

・共同募金助成金の交付先が自治協議会であっても結構である。 

・交付先を自治協議会へ変更は，助成金の交付と募金を依頼する窓口も自治協議会へ

変更し，統合が必要と考える。 

・補助金，自主財源，助成金等が１箇所に集約される事は好ましい事とは思われず，

共同募金助成金は従来どおり交付先は各社協の方が良いと考える。 

 

○地域への協力依頼や事業等の見直し 

 

【自治協議会の意見】 

・この見直しは進めるべきである。 

・推進して欲しい。 

・地域の負担軽減策の検討は是非進めて欲しい。 

・町内会長は担当地区住民への責任を負っており，また校区全体の仕事も加わるなど

大きな負担感を感じている。 

・道路工事等で警察署の道路使用許可申請のため，工事業者から町内会長の承諾のた

めの印鑑をお願いに来られることが頻繁である。当該町内の工事に対し，任意で町

内のお世話している町内会長が承諾印を押すことは非常に責任を感じる。何ら義務

も権限もない町内会長が署名押印する手続きは止めて欲しい。 

・民生委員の推薦を町内会長に依頼されるが，町内にどの年齢層の方が，どれくらい

いるのかも知る事が難しいので，探すのに苦労しているのが現実である。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・出来るだけ地域に負担が無いように工夫して支援や促進，推進をして欲しい。 

・行政からの要請や依頼が多く町内会長に不満が多い。あまり負担をかけないように

して欲しい。 

・市からの配布物が色んな団体等からバラバラに来るのを月一回程度にまとめる事は

出来ないのか。 

・県・市の団体からの強要と思われる。 

・市の各企画事業について，地域への提案があるなら，地域の負担増とならないよう

にするため，地域にて実施中の事業削減も合わせて提案すべき。 
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・今は全てが町内会長への協力依頼であるが，町内会長は担当地区住民への責任を負

っており，校区全体の仕事も加わり，大きな負担を感じる。 

・民生委員は法的には市長が推薦することになっているので，市役所と出先機関の職

員 OB，その家族（配偶者），現役職員の家族（配偶者）から選任して頂きたい。 

・２年毎に交代する町内会長では，町内住民をきちんと把握できない為，各種役員を

推薦するについても顔と名前も分からない事が多く，推薦や人選など出来ない状況

である。会長が町内住民を把握し知っていて当たり前と言う前提で依頼されても，

推薦など安易に出来るはずがない。 

・市からの依頼だけではない。国，県，警察，法務局からも依頼がある。行政は福岡

市だけではない。福岡市は，市以外にどのような事があるか，把握もせず校区にお

ろしてきている。 

 

【各種団体の意見】 

・清掃時のゴミ袋をもらえなくなったが，町内会･自治会を支援していくという取り組

みと矛盾していないか。 

 

○子ども会活動の活性化 

 

【自治協議会の意見】 

・子ども会に未加入の家庭が出ている。これは地域の活性化とコミュニティの阻害に

なるので進めて欲しい。 

・行事の活性化，保護者の負担の軽減策等を検討し，楽しく参加できる活力ある子ど

も会にして欲しい。 

・校区の子育連としては，校区の事業だけでも保護者の負担増の声があり，福岡市の

活動には参加していないのが現状である。 

・少子化の中，子ども会から脱退する家庭も出ている。早く活性化対策を行って欲し

い。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・賛成。特に子ども会活動はしっかり出来ている校区は元気でまとまりがある校区と

思う。子ども会活動が縮小していっているのが心配。 

・子ども会活動の活性化による地域コミュニティへの参画促進。負担軽減を期待して

いる。自立した明るい楽しい子ども会となることと思う。 

・区の子ども会育成連合会への加入率が悪い。福岡市子ども会育成連合会の「活性化

検討会」との連携による検討の成果を期待する。 

・現在の子ども会の未加入者が増加している大きな理由の一つに「保護者の負担感」

がある。「行事の活性化」は更にその負担感を増大することになり，「保護者の負

担感の軽減策」と「行事の活性化」は相反する事項である。この検討が良い方向に

進展すれば，子ども会活動は大きく前進すると思う。 

・子ども会への未加入問題への対応として，子どもの健全育成にかかる校区への助成

を厚くしてもらいたい。 

・子ども会への未加入問題で困っている。 
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・子ども会活動は，地域行事参加のきっかけとして重要であるとともに，一方では保

護者への負担感の重荷を軽減すること，また人間関係の意思の疎通を図り，楽しく

運営が出来るためにも「地域活動アドバイザー制度」を導入されることを望む。 

・今までも十分な活動と思われるが，より一層の支援で，地域ごとに子ども達の幸福

な将来を作って欲しいです。 

・子ども会活動は，地域活動参加のきっかけとして本当に重要と考える。現在，各種

団体等に関わり協力している人たちには，子ども会活動を実践してきた方が多く含

まれる。しかしながら，子ども会ひいては福岡市子ども会育成連合会の衰退により，

現状はだんだんと悪くなっているように思われる。 

・何をどうするのか不明で，市子連にリーダーシップがあるとも思えない。 

・「遊びの達人派遣事業」等の派遣単位が校区単位になっているのを，各町単位でも

派遣出来るように変更できないか。 

・出来るだけ地域に負担が無いように工夫して支援や促進，推進をして欲しい。 

・市子育連について，活動の簡素化を希望したい。市子育連は，担当役員業務の軽減

化やそれぞれの地域事情に合った柔軟な地区の組織構成や運用を図って頂きたい。 

・子ども会活動は，自治会では「子ども会」として取組んでおり，市の子ども会育成

連合会からの押しつけ的な活動はやめて貰いたい。自治会の子ども会の活動を優先

すべきである。 

 

【各種団体の意見】 

・子ども会活動について，保護者の共働きや家庭環境の多様化の中で，子ども会の活

動における保護者の負担感は増していると感じる。子ども会の活動に子ども会の役

員だけでなく，会員の保護者の方々にも積極的に参加してもらうようにする。子ど

もを通じて同じ町内の親同士の交流が図られ，一緒に楽しむことが出来るのではと

思う。 

・市や区の子連からの行事参加の要請をこなすだけで，役員の活動がいっぱいいっぱ

いである。地域の子ども達へ，校区の子連として，子ども達が楽しめる行事の企画

提供をしようにも難しい現状である。 

・子連のスポーツ大会自体が元気がなく，参加率が悪いため，行事（スポーツ大会，

ドッジボール・ソフトボール）に対しての印象がよくない。行事を進めていく士気

も下がり，協力してくれる地域の方々への繋がりの大切さも見えなくなっている。

時代が変わっても同じ競技，同じルール，同じやり方では，現代の子ども，校区の

事情と合わず苦労している。 

・ＰＴＡとの活動の共存，一体化による活動の充実。 

 

○公民館を活用した地域活動の支援 

 

【自治協議会の意見】 

・地域コミュニティの場として公民館を活用することは良いことだと思う。 

・良いと思うが，現状公民館の業務はかなりハードである。 

・公民館側の意識改革がまず必要。 

・検討例は自治協・公民館の現体制ではむずかしい。体制強化についてどのように考

えているのか。 
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【自治会・町内会の意見】 

・公民館のサポートなしでは現行，自治協は機能しない。 

・公民館等があまり前面に出ると地域と摩擦が生じる可能性がある。公民館の立ち位

置をはっきりさせるべき。 

・公民館にそのような能力があるとは言えない。まず，各自治会の実態を理解してい

るとは思えないし，職員の方々の勉強不足は否めないし，期待していない。 

 

○ＮＰＯ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体・企業等を活用した地域活動の支援 

 

【自治協議会の意見】 

・ＮＰＯの活用は大切である。 

・地域と共働できるＮＰＯについて情報がほとんどないので，リスト化や好事例の紹

介などをやってほしい 

・ＮＰＯだからといって全てがまともな団体とは限らない。十分精査してもらいたい。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・地域の自治会，地域の人々によるＮＰＯ活動が最重要。活動を手助けするＮＰＯの

活動例は，知らないものが数多くあると思う。情報提供をお願いしたい。 

・ＮＰＯ等を起用すると新にお金が要るが，相応の効果を上げられる，現場主義で実

戦向きのＮＰＯ等が福岡にいるのか。 

・必ずしも健全な内容ではない団体も存在するので，活動実態を精査する体制が必要

と考える。リストにある団体というだけで安易に地域活動に参画してもらう事に対

して不安がある。 

 

Ⅱ  自治会・町内会への支援 

○住民の参加と交流促進を目的とする事業の実施 
 

【自治協議会の意見】 

・自治会単位の支援が検討されており，見直しの方向はよいと思う。 

・町内単位の支援(笑顔あふれる地域づくり応援事業)は，自治協に対する補助金とは

別枠なので評価する。 

・新規事業，リニューアル事業に対しての助成は有り難く，一定期間のみの助成では

なく続けて頂きたい。 

・自治協議会未加入自治会にも等しく補助されるならば，自治協議会は成り立たなく

なり，自治協議会を脱退する自治会が増えることにならないか。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」は，防犯灯，消火栓の点検パトロールなどの

奉仕的活動にも活用できるのか。 

・自治会が行う交流事業は町内会に入っていない人も対象とするとあるが，ますます

町内会に入らないのではないか。 

・単位自治会に対する「笑顔あふれる地域づくり応援事業」は，会員対象とすべき。 

・対象事業について，清掃活動は入らないと説明があったが，一番集まりやすい。 
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・自治会対象の助成制度は，対象の選考等に何らかの形で自治協が関わるようにすべ

き。 

・単位町内会が直接区役所とやりとりすることになれば，地域内の連携が困難になる

可能性があるため，申請手続きなどで自治協が関与する仕組みにして欲しい。 

・自治会・町内会助成制度の新設は慎重に進めて欲しい。趣旨に沿わない申請があが

ったり，校区の方を向かない会長も出てくる心配がある。 

・単位自治会に対する「笑顔あふれる地域づくり応援事業」は，いくつかの町内(ブロ

ック)が集まって実施するものも対象とすべき。 

・単会への助成制度が創設されることは，自治協とは別に市の支援ルートが新規にで

きるという重要な変更である。「校区より自分の自治会が大事」という雰囲気が心

配。 

・直接単位町内会に補助金を交付することにより，自治協議会と単位町内会の情報共

有が困難になる恐れがある。自治協議会を通して申請することが望ましい。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」は自治協を通さないと，校区が分散していく

恐れがある。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」は従来から行っているところも出して欲しい。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業補助金」の額はたいして多くないのに，補助金

をもらうと監査が大変そうだ。 

・町内会に支援をすると，自治協の行事がなくなっていく可能性をはらんでいる。そ

の点が心配だ。危険性をはらんでいる。自治協を通じて申請するようにしなければ。 

・問題は，基本計画，発議，実施計画の調整等を誰がするのか，帰する所は町内会長，

町内会役員になる。ここに負担増が来るので町内会長のなり手がなくなる。 

・自治会への支援は，自治協議会を通じて支援する方向に持って行くのが良いと考え

る。校区・地区の自治協は，各自治会の事業は全て把握する使命感があって，各自

治会が新事業をする場合，当然知っておくべきであると思う。 

・今までいろいろ考えてきたが，人がたくさん集まる方法を教えて欲しい。 

・市の職員が地域活動に参加していない。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・全面的に賛成。 

・町内での交流事業への取り組みを支援する事は自治会・町内会の活性化につながる

と思うので，是非実現して欲しい。 

・住民同志の交流を深める手段に対しての支援があれば，交流の場の延長線上に今後

取り組む必要性のある高齢者見守り，子育て支援，防犯への目配りと連鎖して行く

活動になる。高齢者，子どもと活動が分派して行くのを，少しでも地域一体感を育

てていく交流の場づくりとなると思う。 

・単位町内での交流を企画しているが，町内会費を取り崩しての実施で負担が大きい

ので，期待する。 

・小学生と親世代，小学生と祖父母世代，若年層と高齢者など，複数の層の交流を想

定すると，有意義で目的の明確な事業が発案されるのではないかと考える。 

・自治会・町内会の動きの現状はどうかと言えば，成り行き任せでジリ貧状態。ここ

に「喝」を入れなければと思う。「笑顔あふれる地域づくり応援事業」の推進をぜ

ひお願いしたい。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」は，補助金が切れたときに自治会，町内会が

負担を背負い込むことになるのではないか。 
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・三世代交流の場をしてバーベキュー大会が出来たらと考えている。こういう事業も

応援の対象に出来ないのか。一定期間に限りとあるが，これでは続けていく事が難

しいと思う。検討して欲しい。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」の新規が１０万程度とのことだが，企業と一

緒にやれるような，柔軟にやれるようなものを認めて欲しい。しっかり予算を取っ

てもらいたい。ぜひお願いする。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」で，リニューアルの補助金は 5 万ということ

だが，それでは足りない。補助金額の見直しを検討して欲しい。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」は，もちつきなど自治協以外での活動が増え

単位自治会としての負担が増す。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」は，自治会の負担が増すうえに，自治協議会

が実施する事業への参加者の減少につながる。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」の交付額は教えてほしい。 

・自治会で実施している「どんと焼き」は補助の対象になるのか。 

・清掃は駄目であるということだが，町内会行事が魅力ないため出てこない。バーベ

キューを計画しても出てこない。一斉清掃は義務感で出てくるので，清掃がダメで

あれば他にない。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」の補助は，「活力あるまちづくり支援事業補

助金」の別枠であるのか。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」では，新規に事業を計画するのは，自治会・

町内会では大変な作業となり，市から「こういう事業をされたらどうですか」など，

アドバイスがないと，申請は出ないのではないか。また，現在でも事業を行ってい

るが，これ以上増やすのは困難ではないか。 

・現在，町内の餅つき大会は社協の共同募金からの助成金で交流事業として行ってい

る。この事業をリニューアルした場合でも補助金はもらえるのか。 

・「笑顔あふれる地域応援事業は」各町内が手を挙げれば膨大な予算が必要となる。

全てに補助金が出るとは考えられないが，どれくらいの割合で補助金を出すつもり

か。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」に関して，すでにやっているところは出ない

ようでは，身を削ってやっている我々としては納得できない。 

・現在行っている季節の交流会「花見」の参加者は年々増えてはいるものの，全世帯

のごく一部で，高齢者又幼児を抱えているなど，横の繋がりを作るために，足の確

保，例えば福祉バスの利用等が気軽にできるシステム等を検討して頂きたい。 

・ぜひ活用したい。私達の校区は一本化になりスムーズと思っている。校区は進んで

いると確信している。 

・地域応援事業の内容制限及び必要な費用の助成について，くだいた説明が伺いたい。 

・小・中学生の地域行事への積極的参加を促進するよう，教育委員会，学校の指導を

お願いしたい。 

・申請期間を設けず，随時受付をして頂けると，かなり利用しやすくなるように思う。 

・自治会・町内会に対して直接応援，費用の一部助成を行うならば，自治協議会のま

とまりが無くなってこないか。また，自治協議会の存在意義が薄くなってこないか。 

・皆が喜んで参加できるイベントがあればご指導願いたい。 

・支援は大変評価できるが，アドバイザーの方に不安が残る。経験，知識，人間性等

を判断して，真にアドバイザーとしての適格性を有しているか。 
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・記載されている事については理解できるので，成功例を定例会等で伝えて欲しいと

思う。 

・資金面などでの支援をいただけるようだと，さらに会の充実，交流の深まりが期待

でき，伝統的な祭りを盛り上げる大きな力になる。 

・地域の防犯や災害時の不安等も，日頃から地域が気軽に交流できていると解決でき

ると思う。交流の持てる行事は良いと思う。ただ，積極的に参加する人達だけでな

く，多くの人が参加できるようにするためには，アイデアが必要だと思う。 

・地域活動への住民の参加については，市はもっと住民への啓蒙を行うべきだ。 

・町内会への未加入問題で悩んでいる。町内会への未加入問題や後継者問題など，骨

太の応援を期待する。 

・ＵＲの団地の自治会加入率が２０％を切っていることが問題になっている。自治会

支援を行うのであれば，未加入問題や後継者問題などの支援を実施してもらいたい。 

・役員手当の増額のための「町内会支援金」の創設が必要である。 

・町内会長・自治会長に対する処遇と位置付けを明確にして頂きたい。 

・公務員経験者の人達の協力者が少ない。 

 

【各種団体の意見】 

・町内で，会員に限らず老若男女による住民が気軽に参加できるイベントに助成して

欲しい。 

・ここに記載されている活動にはとても興味があり，是非実施したいと思うところで

ある。若者を利用した活動の企画を市，行政から老いた会長たちに提案して頂きた

い。 

・「笑顔あふれる地域づくり応援事業」だが，これは一定期間に限りなのか。ずっと

は続かないのか。 

・既存の活動に，グループ，組織，町内の人々が楽しく参加できるように常時努力す

る必要がある。 

・現在の自治会単位ではなく幅広く交流できる事業の取り組みが実施できることを期

待している。 

 

○公民館による自治会・町内会の支援事業の実施 

 

【自治協議会の意見】 

・賛成。各町内会固有の運営上の問題があり，日常町内会長は悩んでいる。もっと突

っ込んだ話し合いが出来るような場を公民館で提供して頂き，解決方法を見つけた

いと考える。 

・日々事例や悩みを共有する場を設けたいと思うが，なかなか実施できずにいる。公

民館の事業としてお願いしたい。 

・町内会活動を集約した情報ツールが欲しい。（公民館だより，学校からの配布物ぐ

らい。） 

・公民館に求められるコミュニティ支援の中身が具体的に示されたと受け止めている。 

・公民館の館長，主事が自治会長に対しこのような事業を行うのはおかしい。 

・解決策を見出す機会となる事業を公民館が行うことは理解できない。説明を願いた

い。 
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・公民館主催事業で支援事業を実施するとあるが，校区自治会の立場からは有り難い。

しかし，これは自治会なり町内会の課題・研修等であるので，公民館にお願いする

のではなく，校区自治会・自治協議会の中で研修会等を開き課題解決を見出してい

くべきではないか。 

・町内会長の経験も無く，地域の事を知らない公民館で解決策をサポートするのは無

理だと思う。 

・自治協の対応が各自治会・町内会に対して不十分だったのか。 

・公民館独自に自治会・町内会の組織に介入出来ないはず。自治協と相談して公民館

との共働事業の形を取るならば少しは理解できる。公民館は，公民館だけで自治

会・町内会と話が出来る組織ではないはずだ。行政アンケート等で問題を感じてい

るのであれば自治協と話し合うべきではないか。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・大いに推進してもらいたい。 

・自治会長になって日も浅く，実際何をしていいのか分からない。他の自治会の活動

を知りたい。是非，実施してもらいたい。 

・自治会の中で起きた問題や課題の解決策として，自治会コミュニティ事業があれば，

成功事例で解決できたり，今後の取組み方などが明確になって，自治会の活動がし

やすくなると思う。 

・公民館にそのような能力があるとは言えない。まず，各自治会の実態を理解してい

るとは思えないし，職員の方々の勉強不足は否めないし，期待していない。自治会

内の問題は自治会内で話し合うべきだし，役員の先輩やご近所と相談してこそ，つ

ながりが出来ていくもの。 

・公民館の負担が増えて，機能不全になりはしないかと危惧する。人的支援（要員

増）とかが行われるのだろう。公民館ではなく各集会所で実施されるべきではない

だろうか。 

・地域の課題，問題解決の具体的方策のアドバイスを受ける所や人が皆無であり，行

政の地域支援の内容が見えない。校区・地区レベルでなく，構成する各町の課題解

決ができる専門スタッフを配置して欲しい。 

・分野別専門地域アドバイザーについて，例えば，西区内での登録者リストが充実さ

れれば重宝されると考える。 

・自治会・町内会の悩みは自治協で話し合い解決する。公民館は課題解決する所では

ない。 

・公民館の活用がうたわれているが，現状のままでの公民館の活用は難しい。地域支

援課の更なる支援，地域アドバイザーによる支援など，考えてあるとは思うが，そ

うした支援策の充実なくしては公民館に求められる機能を果たすのは無理だと思う。 

・公民館が解決策を見出す事が出来るのか。公民館の人員も限られている。単に場所

を提供するだけではないか。本来は自治会・町内会の上部組織である自治協議会の

事業ではないか。 
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○地域集会施設の借上げ制度の拡充 

 

【自治協議会の意見】 

・地域施設支援の対応は是非検討して欲しい。 

・集会所補助金は，もっといろいろな支援をして欲しい。 

・集会施設の借上げについて。家賃の 1/2，現行通算 16回を増やす考えはあるのか。 

 

 

【自治会・町内会の意見】 

・集会施設の補助について，自分達で集会所を持つ事は難しい。月１回使うというこ

とで借りるのに補助は良い事だ。 

・地域集会所施設の借り上げ補助の制度は，４町内の内２町内が集会所を持たず，あ

りがたい。 

・地域で会合場所を単発で借用する場合の補助・支援をぜひ早急に実行に移して欲し

い。 

・集会場が無く，公民館も遠いため，町内会として行事などし難い。至急検討して頂

きたい。 

・集会施設を借りやすいよう補助金の額ももっと出るよう検討して欲しい。 

・集会所の改修，建築の補助金も受付けが年１回で，承認が翌年というのはスパンが

長過ぎる。せめて翌年には実施できる程度であって欲しい。 

・地域集会施設に関する新たな支援は大いに推進してもらいたい。特に，集会施設の

新築・増築等に関する助成制度の更なる充実・拡大を図って頂きたい。 

・町内会長になって 6 年になるが，自分の自宅で役員会をしている。こういう状況な

ので，市の方で支援をお願いしたいと思う。 

・補助要件の緩和に加え，土地価格が高い実態を踏まえた工夫が必要と考える。 

・現在私の町内では，集会所が無いため民間の施設を利用している。集会所が無い，

または将来作るのも大変な町内は，建物借上げ補助が受けられるようにして頂きた

い。 

・補助要件の緩和についてお願いしたい。床面積，改修費共に要件を緩和して頂き，

補助が受けられるよう，切にお願いしたい。 

・集会施設の増改築，修繕については，10 年に 1 回の補助となっているが，施設が老

朽化してくると，10 年間の期間が長すぎるので，5 年に 1 回の補助に変更して欲し

い。また，補助限度額についても増額をお願いしたい。 

・校区の中でも公民館から遠く離れ，地理上も行き難い地域であるところに集会所を

3 つの町内会で運営している。建築後 20 年を経過し，今後改修等の必要性が見込ま

れるが，その費用がない。サークル利用者からの利用料で日々の運営費は捻出して

いるが，修理費にはとても足らない。 

・月に数日，スポット的に借りる場合の補助要件等の詳細を教えて欲しい。 

・大変ありがたいと思う。 

・積極的に進めて頂きたい。遠くなると集まりが悪くなる。 
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○地域が必要とする居住者情報への対応 

 

【自治協議会の意見】 

・居住者情報の対応は是非検討して欲しい。 

・居住者情報への対応について，現状はほとんど情報とならない。市としてしっかり

と考えていただきたい。 

・市は地域コミュニティとの共働を言っているにもかかわらず，住民情報はだんだん

出さなくなった。住民情報を従前のように出すべき。 

・若い世代に，自治会活動を知ってもらい，次世代の中心メンバーを発掘するために

も住民の情報を町内会長へ公開して欲しい。 

・地域でお年寄りの見守り等の高齢者対応が益々重要になってきており，民生児童委

員に提供されている「要援護者台帳整理名簿」を自治会長に提供して頂きたい。 

・個人情報の保護も極めて重要であるが，自治会・町内会で個人情報の管理を厳重に

する方策を指導するとともに，その活動以外には使用しないとの確約の下で，せめ

て各家庭における居住者の人数，年齢，性別程度の情報は開示して頂けるよう検討

をお願いしたい。 

 

【自治会・町内会の意見】 

・特に集合住宅では隣人のことさえわからない。 

・世帯主名簿の復活など，自治会の活動がやりやすくするための方法を検討してもら

いたい。 

・マンションに住んでいる人達を担ぎ出すのに，名簿はない，誰が住んでいるのか分

からない。行政が考えていることとかけ離れている。 

・名簿に名前が入っていないので，わかりにくい。戸建ての新築はよいが，集合住宅

は困っている。隣組長で対応してもらっており，個人情報保護はわかるが，もう少

し出せないか。 

・町内会長は仕事が多すぎて続かない。名簿だけでも欲しい。住民の同意があれば，

情報が出せるのであれば，転入時等に役所で同意を取ることはできないか。 

・今の広報物配布先住所一覧でもあった方が良い。町内の世帯数が分かる。 

・居住者情報一覧は昔，悪用があったとかで悪用防止ということがあったと聞くが，

そのために全部ダメというのはどうか。善良な会長には渡してもらわないと。 

・校区自治協自体は必ずしも必要とはしないが，自治会・町内会は運営上必要不可欠

なものである。諸般の事情をご推察いただきたい。 

・地域コミュニティに必要不可欠なものは何か。基本は居住者情報である。相手のこ

とがわからず，人間関係ができるか。真剣に最低限必要なことは何か議論して提示

すべきである。 

・少なくとも住所，氏名，性別程度の情報は欲しい。本件については，是非とも前向

きな検討を願いたい。提供された情報は自治会長として責任を持って管理するのは

当然である。 

・地域活動には絶対に必要な情報である。是非対応して頂きたい。 

・せめて，世帯主の名前程度のデータは教えて貰えないと，制度とはいえ，見守り支

援も何もできない。 

・自治会長に限定使用にするなど，セキュリティーに配慮しながら，是非「異動世帯

住所一覧」に世帯主氏名の記載を希望する。 



18 
 

・アパートの持ち主，或いは管理会社に対し，最低限の居住者情報は自治会・町内会

に提供する責務を持たせて欲しい。 

・町内会長は「個別の問題に関わらなくて良い」と言うように受け取られる。町内会

長の情熱を削ぐように思われてならない。「地域が必要とする居住者情報への対

応」の第 1歩は，居住者の名前を町内会長へ知らせる事だと思う。 

・個人情報保護法のために地域の７０歳以上の高齢者及び要援護者等の情報が掌握出

来ないので，いざと言う時の対策，対応が出来ない。 

・色々な行事に呼びかけが出来ない。今後，想定外の自然災害が起こる可能性が高い

ので，助け合い・支援活動が出来難いと思う。 

・この件に関しては早急に対応して頂きたい。まちづくり，地域のために自治会・町

内会は絶対に必要不可欠である。 

・高齢者の見守り，非常時の支援等のため，必要な情報を民生委員と町内会で共用で

きないか。または「ふれあいネットワーク」の情報として町内会に提供してもらえ

ないか。 

・個人情報の問題もあるが，市として地域コミュニティ，支援策等を要求されるので

あれば，それなりの情報は提出すべきと思われる。 

・より実効性のある災害避難・誘導や支援計画づくりに役立つ情報の提供を望む。 

・アパート・マンション居住者の自治会・町内会への入会促進のためのシステムの根

本的見直しを。 

・地域の絆や共助の重要性に反する状況です。「世帯住所一覧表」に世帯主を記載願

いたい。 

・役員を探すのは非常に苦になるため，検討して欲しい。強くお願いする。 

・居住者の住民台帳を公民館の管理で置けないか。入学する新一年生の確認，敬老会

の参加資格者の確認等に必要である。せめて公民館ぐらいで閲覧が出来れば時間の

節約にもなる。 

・居住者情報は町内会長と民生委員との情報を共有出来るように出来ないものか，ど

うか検討をして欲しい。 

・ＵＲ住宅の自治会未加入問題について，市としてＵＲに対して居住者への自治会加

入の働きかけを指導してもらいたい。 

 

【各種団体の意見】 

・自治会活動には住民の名簿が必要であり，高齢者の見守りなどに活用し，民生委員

と一緒にやるべきである。 

 

 



 

福岡市の高齢者に関する将来推計 

 

① 高齢者人口 

いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上になる 2025 年（平成 37 年）には，市民の４人

に１人が 65 歳以上となる見込みである。 

 

(単位:人)
平成25年 平成27年 平成32年 平成37年

1,470,746 1,525,100 1,567,700 1,592,200
276,340 321,800 367,400 395,500

前期（65～74歳） 147,100 171,700 185,300 167,800
後期（75歳以上） 129,240 150,100 182,100 227,700

18.8% 21.1% 23.4% 24.8%
※　平成25年は９月末現在の住民基本台帳登録人口（外国人含む）
※　推計は，「福岡市の将来人口推計」（平成24年3月総務企画局企画調整部作成）による。

高齢化率

内
訳

総人口
65歳以上

 

 

  ※　全国については，平成25年は総務省統計局による10月１日現在の推計値（外国人含む），
　　　 以降は，「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）に
　　　 よる。
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②高齢者単身世帯数 

(単位:世帯)
平成22年 平成27年 平成32年 平成37年
706,428 746,400 792,800 832,500
59,995 82,500 102,000 119,200

8.5% 11.1% 12.9% 14.3%
※　平成22年は国勢調査結果による。
※　推計は，「福岡市の将来人口推計」（平成24年3月総務企画局企画調整部作成）による。

比率

一般世帯（総数）
　高齢者単身世帯
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③認知症高齢者数 

(単位:人)
平成25年 平成27年 平成32年 平成37年

29,286 35,615 45,668 55,614
※　認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上の人員
※　平成25年は平成25年3月末現在の数値
※　推計は，「福岡市の将来人口推計」（平成24年3月総務企画局企画調整部作成）を基に，
　   福岡市保健福祉局で行ったもの。

認知症高齢者数
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